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研究ノート

体 罰 に 関 す る 研 究

Research on corporal punishment 

佐藤 国正
桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部

（2020 年 3 月 12 日　受理）

Ⅰ．はじめに

2012 年頃に大阪で起こった部活動指導者
の体罰による高校生の自殺によって，我が国
の体育スポーツの指導現場の有り様は大きく
転換した．2013 年 4 月に日本オリンピック
委員会や日本体育協会（日本スポーツ協会）
などの体育スポーツ関連 5 団体は，暴力根絶
のための集会を開き，従前にスポーツ指導場
面での暴力行為が存在したことを認めた上で，
暴力根絶宣言を呈している．さらに，文部科
学大臣やスポーツ庁長官も体育スポーツ場面
に生起している暴力やハラスメントについて
警鐘を発している．

従前の体罰に関する研究では，体罰の実態
把握や意識に関する研究（例えば，阿江，
1991；藤田ほか，2014；村本・松尾，2016；
谷釜ほか，2016；宮坂ほか，2016；佐久間，
2016；長谷川，2016），体罰の防止に関する
研究（谷釜ほか，2016a；谷釜ほか，2016b；
谷釜ほか，2016c；山川，2017），体罰が生起
するメカニズムや体罰とは何かを問う理論研
究（阿江，2000；松田，2015；松田，2016；
大峰，2016）がなされてきた．

学校運動部活動のバレーボール部に着目し

てみると，2013 年浜松日体高等学校男子バ
レーボール部，2015 年佐野日大高等学校女
子バレーボール部，2017 年足利工業大学附
属高等学校男子バレーボール部，2017 年松
本国際高校男子バレーボール部，2018 年不
来方高等学校男子バレーボール部，2019 年
長野日本大学高校女子バレーボール部におい
て体罰が報告されており，今日に至っても体
育スポーツの指導場面での体罰や暴力，ハラ
スメント等の行き過ぎた指導は根絶しておら
ず，それらの行為を苦に自ら命を絶った生徒
や病院への通院，登校拒否等の不登校や転学
などの対応を余儀なく選択した者もいるのが
実態である．

体育スポーツ指導現場において，体罰など
の暴力的指導の根絶には至っていないという
課題が繰り返しの議論の的となっていること
を念頭に，本稿では体罰に関するメディア報
道をとおして暴力的指導に至るまでの経緯を
分類しながら，長らく続く体育スポーツ指導
場面の体罰問題の根源的理由を再考すること
を目的とした．

人は何故，暴力をするのか．暴力の人間学
的考察の著者である小林は「暴力は人間の意
志によって惹起する限り，その根源には意志
を喚び起す欲望がある」（小林，2011）と言
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及し，欲望が暴力の根源であることを指摘し
ている．一方，社会心理学者の大渕憲一は，

「攻撃という概念で暴力を捉えながら，暴力
は不快感情の表出や発散またはそれらは欲求
を解決するための手段と位置づけながら，さ
らに道徳的性の欠如が起因している」（大渕，
2007）ことを言及している．

Ⅱ．研究の方法

研究の方法には，桐蔭学園図書館総合目録
内から閲覧可能な検索サイト「朝日新聞記事
データベース聞蔵Ⅱビジュアル」を用い，部
活動中における体罰問題に関する新聞報道の
記事を抽出し，内容の分析を実施することと
する．記事の抽出には検索キーワードを用い
るが，そのキーワードおよび対象紙誌につい
ては各項で適宜触れることとする．

Ⅲ．2000 年以降に報道された体罰に関
する新聞記事（新聞記事数と新聞
記事の分類）

ここでは「朝日新聞記事データベース聞蔵
ビジュアルⅡ」をデータベースとしながら，
2000 年以降に報道された掲載記事を調査し

た．その際の検索のキーワードを「体罰」と
し，対象紙誌を「朝日新聞」と限定した．期
間を 2000 年以降とした設定した背景には
2013 年 4 月に日本オリンピック委員会や日
本体育協会（日本スポーツ協会）などの体育
スポーツ関連 5 団体が暴力根絶宣言を発した
ところに起因する．記事の件数は 2000 年度
361 件，2001 年度 221 件，2002 年度 233 件，
2003 年度 235 件，2004 年度 213 件，2005 年
度 240 件，2006 年 度 291 件，2007 年 度 212
件，2008 年 度 196 件，2009 年 度 182 件，
2010 年度 160 件，2011 年度 123 件，2012 年
度 973 件，2013 年 度 842 件，2014 年 度 254
件，2015 年 度 202 件，2016 年 度 215 件，
2017 年度 251 件，2018 年度 327 件であった

（図１）．
加えて，ここでは部活動と関連した記事の

みを抽出し，図２の通りまとめた．
2000 年度は 20 件，2001 年度は 14 件，2002

年度は 19 件，2003 年度 23 件，2004 年度は
18 件，2005 年度 27 件，2006 年度は 25 件，
2007 年度は 14 件，2008 年度は 24 件，2009
年度は 20 件，2010 年度は 17 件，2011 年度
は 11 件，2012 年 度 は 230 件，2013 年 度 は
206 件，2014 年度は 45 件，2015 年度は 28 件，
2016 年度は 24 件，2017 年度は 42 件，2018
年度は 37 件であった．

また，図３は体罰とバレーボールをキーワ

図 1　体罰に関する掲載記事数 図 2　各年度の部活動に関連する体罰の掲載記事数  
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ードとして検索し抽出した関連記事を取り上
げた．

2000 年度は 8 件，2001 年度は 3 件，2002
年度は 5 件，2003 年度は 4 件，2004 年度は
3 件，2005 年度は 8 件，2006 年度は 13 件，
2007 年度は 3 件，2008 年度は 4 件，2009 年
度は 7 件，2010 年度は 5 件，2011 年度は 7
件，2012 年度は 59 件，2013 年度は 52 件，
2014 年 度 は 8 件，2015 年 度 は 10 件，2016
年度は 4 件，2017 年度は 9 件，2018 年度は
23 件であった．

それぞれの記事数を参照してみると 2012
年度と 2013 年度の掲載数が突出している傾
向がある．これは 2012 年 12 月に発生した大
阪市立桜ノ宮高等学校で発生した体罰事件が
関連しているものと推察できる．

一方でこれらのデータから考えるべきは
2013 年度および 2012 年度の体罰に関する記
事が突出していることにのみ着目するのでは
なく，その他の年度においてもある一定数の
体罰に関する記事が掲載されていることであ
る．2000 年度以降のおおよそ 20 年間に亘っ
て体罰というキーワードは社会の関心事とし
て取り扱われてきたということである．しか
しながら，トレンドのように一過性のトピッ
ク記事で消滅していることもあるようにも考
えることができる．その消滅の仕方の是非に

ついて検討する必要性はあるだろうが，体罰
や行き過ぎた指導は 2012 年度以降も根絶し
きれていないことを理解することが可能であ
ろう．

次に体罰とバレーボールの記事とりわけ
2013 年以降に報道された記事内容から体罰
の態様について分類するものとする．2013
年度以降に生起した体罰とバレーボールの記
事に着眼した意図には，2013 年 4 月に日本
オリンピック委員会や日本体育協会（日本ス
ポーツ協会）などの体育スポーツ関連 5 団体
が暴力根絶宣言したことや国内のバレーボー
ルの統括団体である公益財団法人日本バレー
ボール協会もコンプライアンス宣言をし，体
罰・暴力の相談窓口の開設をするなどの改革
を実施した年度であった為である．その改革
年度以降の状勢を把握したい．

ここでは 2013 年度から 2018 年度までに報
告された体罰について明記する（表１）．

その態様について①「素手等の身体の一部
を使用した，叩く，蹴る行為」，②「物等の
武器を使用した行為」，③「投げる・転倒さ
せる」，④「暴言」，⑤「その他」に分類する．
ここでの分類ではバレーボールの指導者がど
のような体罰を犯している傾向にあるかを明
らかとするためである．

2013 年度から 2018 年度までの体罰とバレ
ーボールに関連した記事を参照し，体罰の態
様件数から認識出来ることは，「素手等の身
体の一部を使用した，叩く，蹴る行為」が多
く，特に「平手でたたく」という表現が目立

表 1　2013 〜 2018 年度の体罰の実態報告

報告数 ① ② ③ ④ ⑤

2013 年度 20 16 1 1 1 1

2014 年度 7 5 1 1 0 0

2015 年度 11 7 2 1 1 0

2016 年度 8 16 1 1 0 0

2017 年度 4 3 1 0 0 0

2018 年度 13 6 3 2 2 0

図 3　体罰とバレーボールに関する新聞記事数 
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っていた．またボールやシューズ等の履物を
使用した「物等の武器を使用した行為」の態
様も報告されている．

部活動場面にボールが存在している競技種
目では，ボールを用いた体罰が生起し，さら
にはボールを手で扱うという競技特性が影響
してか平手でたたくという行為に繋がってい
るかもしれない．それぞれの競技で生起して
いる体罰の態様を明らかとしていくことによ
って指導者への体罰抑止の警笛に成り得るか
もしれない．

Ⅳ．６校のバレーボール部で生起した
体罰の報告

ここでは 2013 年浜松日体高等学校男子バ
レーボール部，2015 年佐野日大高等学校女
子バレーボール部，2017 年足利工業大学附
属高等学校男子バレーボール部，2017 年松
本国際高等学校男子バレーボール部，2018
年正智深谷高等学校女子バレーボール部，
2019 年長野日本大学高等学校女子バレーボ
ール部で発生した体罰について着目し，それ
らの体罰の態様とその動機を明らかとし，体

罰に至った経緯を探ることとする（表２）．
【2013 年浜松日体高等学校男子バレーボー

ル部】での体罰の態様は，生徒複数名への平
手打ち，その動機は「プレーがよくないので
気合を入れるつもりだった」だったと報告し
ている（記事掲載日：2013 年 9 月 17 日）．

【2015 年佐野日大高等学校女子バレーボール
部】での体罰の態様は，生徒一人に右太もも
を３回蹴り，胸を５回たたいた，その動機は

「チームを引き締めるため」などと説明して
い る（ 記 事 掲 載 日：2018 年 1 月 18 日 ）．

【2017 年足利工業大学附属高等学校男子バレ
ーボール部】での体罰の態様は，生徒１名を
正座させ，胸を複数回蹴る，その動機は「カ
ッとしてやった」と報告した（記事掲載日：
2017 年 12 月 1 日）．【2017 年松本国際高等学
校男子バレーボール部】での体罰の態様およ
び動機については明らかとせず，行き過ぎた
指導があったことを報告した（記事掲載日：
2018 年 10 月 17 日）．【2018 年正智深谷高等
学校女子バレーボール部】での体罰の態様は，
部員に対してボールをぶつけたり，暴言をは
いたりした，その動機については「うまくな
って欲しいという思いがいきすぎた」と弁明
し た（ 記 事 掲 載 日：2018 年 9 月 13 日 ）．

【2019 年長野日本大学高等学校女子バレーボ
ール部】での体罰の態様は，女子生徒複数名
のジャージの胸ぐらをつかんで壁に押しつけ，
適切でない言葉を使った．その動機には「求
めているプレーができなかったので，手を出
してしまった」と説明した（記事掲載日：
2019 年 7 月 25 日）．これらの体罰の動機か
ら理解し得ることは，暴力を行使する者は部
員に何かしらの変化を施す為に暴力を行使し
ている傾向にあるということであろう．

Ⅴ．暴力の発動の動機から体罰の生起
を考える

ここでは人間の暴力の発動形態に関して幾
つかの型について触れたい（大渕 1987）．そ

表 2　６校の体罰の態様とその動機
記事

掲載日 態様 動機

2013 年
9月17日

生徒複数名へ平手
打ち

プレーがよくない
ので気合いを入れ
るつもり

2018 年
1月18日

生徒一人に右太も
もを 3 回蹴り、胸
を 5 回たたく

チームを引き締め
るため

2017 年
12月1日

生徒 1 名を正座さ
せ、胸を複数回殴
る

カッとしてやった

2018 年
10月17日 不明 不明

2018 年
9月13日

部員に対してボー
ルをぶつけたり、
暴言をはいたり

うまくなって欲し
いという思いがい
きすぎた

2019 年
7月25日

女子生徒複数名の
ジャージの胸ぐら
をつかんで壁に押
しつけ、適切でな
い言葉を使った

求めているプレー
ができなかったの
で、手を出してし
まった
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の際，体罰等の暴力的指導を他者に対して有
害な刺激を与える行動との視点を有するもの
としている．

殺人等の犯罪に関わるような激しい暴力行
動の動機については金銭，復讐，名誉が挙げ
られている（Wolfgang, 1958; Zillmann 1979）．
なかでも名誉動機には二つのタイプがある．
一つは侮辱された人が激情に駆られて行う暴
力などで，そこには自己評価の損傷が怒りの
原因になっている（Goldstein 1975）．もう一
方のタイプは仲間から臆病と言われるのを恐
れて暴力的に振る舞うタイプである（Toch 
1969 ）．このような激しい暴力ではなく，日
常的なレベルでの暴力行動の動機には，相手
の行動を変化させたいという規制する動機が
起因している（大渕・小倉 1984）．それには
報復など相手に敵意を有する場合と敵意を含
まない行動規制や関係強化としての暴力行動
の場合がある．これらの暴力行為とその動機
の構造は，相手に対する敵意を含む敵意的動
機群と敵意を含まず相手の行動のコントロー
ルだけを目的とする道具的動機群に分類する
ことができるとしている（大渕・小倉 1985）．

以上のような視点を用いて上述した５校の
体罰を考えてみると，体罰については日常的
なレベルの程度の暴力行動の動機にあたり，
敵意を含まない相手の行動規制や自己と相手
との関係を強固な形へと変化させる為の関係
強化であり，尚且つ道具的動機群による暴力
行動であったことが伺えるであろう．

さて，暴力行動が対人に生起する場合には
４つのタイプの暴力に分類することが可能で
あることが提示されている（大渕 1987）．

一つ目は，回避反応としての暴力である．
これは予想された危害を回避したり，受けた
被害を回復したりする正当防衛的な暴力にあ
たる（大渕 1984）．

二つ目は，強制としての暴力である．これ
は心理学における社会的影響理論にあたる

（Tedeschi 1983, 1984）．社会的影響理論のな
かには情報の操作によって影響を与えようと
する説得，行動療法のように報酬によって影

響を与えるものもある．一方で罰を用いて他
者へ影響を与えようとする場合があり，これ
が強制としての暴力にあたる．強制としての
暴力には，威嚇や脅しの形態をとり，説得や
報酬が有効ではないと判断された場合に用い
られる．強制としての暴力は，身体運動中に
生起する場合といえ，その理由には身体運動
中は興奮状態であることから情緒が落ち着か
ず，認知機能が低下している傾向にあるから
である．

これらを考慮してみれば，スポーツ指導場
面は，指導者もボールを打つや蹴る，走るな
どの身体運動をしている傾向にある為，暴力
行動を生起し易い環境に身を投じていること
になるかもしれない．このタイプの人の傾向
として，自信が欠如していることが挙げられ
る．他者を自分に従わせる専門性，地位，権
威，個人的魅力などに自信がなく，自己評価
の低い人に多いといわれている．

三つ目は，制裁としての攻撃である（大渕
1987）．個人や不正，不当をした人に対して
行ない，違反者の行動を矯正するためや違反
を目論む人々に対して威嚇する意味が含まれ
ている（Felson 1984）．苦しみを味わせたい
という動機で行なわれる報復や復讐が制裁と
しての攻撃にあたる．報復においては敵を苦
しませることによって自分の敵意や憎しみを
晴らすことが目的にある傾向に強く，敵意的
な動機が強く働いている．制裁としての攻撃
は，チーム運営上のルールを犯した者に対し
て行使されているとも考えることが出来る．

四つ目は，印象操作としての暴力である
（Goffman 1959）．人々は他者の心に映る自
分の印象に強い関心を持っていることから常
に自分に対する情報を操作しようとする傾向
にある．他者による知覚や帰属が自分にとっ
て不利なものになりそうな場合にそれを変更
する為に暴力での解決に到ることが挙げられ
る．プライドが傷つけられる，体面や面子が
つぶされる，弱虫や無能，権威が無い，男ら
しくない，自己中心的などの侮辱として知覚
された際に反撃しないとそれらを肯定してし
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まうことになる為に暴力的になるのである．
このタイプの場合，観衆の数や暴力を称賛す
る周囲の状況によって暴力の生起の仕方が異
なる．

以上のように対人機能として暴力の４つの
形態を紹介した．これらを参考とし，６つの
体罰問題を紐解いてみよう．
【2017 年松本国際高等学校男子バレーボー

ル部】の体罰について生徒等への配慮の都合
から体罰の態様と動機が明らかとされていな
い．その他の５つ体罰の動機から伺うことが
できるのは，指導者の感情が多分に関連した
衝動的な体罰の型があること，指導者の指導
方法の一助や状況転換を求めるが故の体罰が
あることであろう．

例えば，【2017 年足利工業大学附属高等学
校男子バレーボール部】で起こった体罰は指
導者の欲求不満などによって生じた不快な情
動感情が関与した衝動的な行為の現れともい
える．

一方，【2013 年浜松日体高等学校男子バレ
ーボール部】や【2015 年佐野日大高等学校
女子バレーボール部】，【2018 年正智深谷高
等学校女子バレーボール部】，【2019 年長野
日本大学高等学校女子バレーボール部】の体
罰では，指導者による選手やチームに対して
の状況打開の一つの手法としての体罰であっ
たと認識することができるであろう．

しかしながら，体罰の生起の過程に情動が
関係していることを踏まえると体罰の動機の
発端には感情への刺激であることから指導者
の衝動的な感情の影響が起因した後に，選手
やチームの状況展開の為の一つの手法として
体罰を行使しているようにも考えることが出
来る．つまり，敵意的かつ道具的が混在した
型の体罰の表出の仕方があると推察できる．

体罰の実態からそれらの暴力の発動形態を
考えてみると，暴力の生起の深層を掴むこと
が出来たのではなかろうか．人の行動選択に
おいて暴力が使われるか否かは，個人の認知
過程である帰属，推測，予測，判断に依存す
ると考えられており，特に対人葛藤場面にお

いては自分に有利なように解決する為の個人
の対人技能や戦略が用いられる．その解決の
一つの手法として暴力が含まれていることに
なる．その暴力の生起は，人々の情動に起因
していることから暴力を生起させないような
自己制御機能を高める必要性がある．

暴力は相手との立場等の社会的地位の勢力
差に応じて，人は弱者に対する時ほど威嚇な
どの暴力的な戦略を使う傾向にあることが明
らかとされていることを踏まえると教育現場，
スポーツ指導現場における教師と生徒や指導
者と選手の狭間には暴力が出現しやすい関係
性が存立しているのかもしれない．

Ⅵ．おわりに

本稿は，長らく続く体育スポーツ指導場面
の体罰問題の根源的理由を再考するものであ
った．「朝日新聞記事データベース聞蔵Ⅱビ
ジュアル」を用い，部活動中における体罰問
題に関する新聞報道の記事を抽出し，体罰の
様態と動機について分析を実施した．

その結果，バレーボール指導者の体罰は，
戦略的に暴力を行使し，相手を自分の思い通
りに操作しようとする者や自己の情動に身を
任せ衝動的に暴力を振るう者がいることを明
らかとした．つまり，指導法の一つに暴力を
位置づけている実態や自己の情動を管理せず
に暴力を発動させている故由があることが理
解された．

こうした体罰の動機を読み解けば思惑があ
って体罰を行使するタイプの暴力には，対象
者に対する期待する解を導き出す為の手法と
して暴力を用いていることが明らかとなって
いるが，その深層には日本のスポーツ文化の
普及発展時における土着の具合に起因したり，
指導者と選手または先生と生徒という地位や
立場による構造的な問題があったり，商業主
義と結びついた学校運動部活動としての競技
スポーツの変遷など多岐に亘る理由が見え隠
れしていると考えられる．
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